
第202号 （４）鎌 ケ 谷 市 議 会 だ よ り

各
会
派
の
代
表
者
が
市
長
の
提
出

議
案
に
対
し
て
、質
疑
し
ま
し
た
。

議
案
に
対
す
る
質
疑

議
案
に
対
す
る
質
疑

令和５年４月29日

（お知らせ）次の議会だよりは、８月15日（火）発行予定です。

　　　　　　

　

　

　　

　　　　 　
　

　　　　

　
　

　

　
　

　　

　
　

　 　
　

　
　

　
　

　　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問　

義
務
教
育
施
設
維
持
補
修
事

業
で
小
学
校
体
育
館
空
調
設
備
設

置
の
実
施
設
計
を
行
う
と
の
こ
と

で
す
が
、
課
題
と
な
っ
て
い
た
躯

体
へ
の
影
響
は
ど
の
よ
う
に
解
決

さ
れ
る
予
定
な
の
か
伺
い
ま
す
。

答　

室
内
機
の
台
数
を
増
や
す
こ

と
に
よ
り
躯
体
を
補
強
せ
ず
に
設

置
し
て
い
る
実
例
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
実
施
設
計
の
中
で
補
強
の
有

無
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
い
き
ま

す
。

政

友

会
後
関
　
俊
一

日

本

共

産

党
佐
竹
　
知
之

公

明

党
鈴
木
　
哲
也

○
議
案
第
１
号

問　

条
例
制
定
の
経
緯
を
伺
い
ま

す
。

答　

平
成
18
年
４
月
１
日
施
行
の

鎌
ケ
谷
市
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安

心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す

る
条
例
に
よ
り
、
安
全
で
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
に
推
進
し
て
き
ま
し
た
。
同

条
例
で
は
、
市
民
な
ど
の
役
割
と

し
て
、
犯
罪
の
被
害
者
と
な
ら
な

い
よ
う
、
自
ら
の
安
全
確
保
に
努

め
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
ま
す
が
、

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
の
前
文
に

あ
る
よ
う
に
、
近
年
様
々
な
犯
罪

な
ど
が
後
を
絶
た
ず
、
誰
も
が
あ

る
日
突
然
犯
罪
な
ど
に
巻
き
込
ま

れ
、
被
害
に
遭
う
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
犯
罪
の
被
害
者
等
は
十
分

な
支
援
が
受
け
ら
れ
ず
、
社
会
で

孤
立
す
る
な
ど
、
犯
罪
に
よ
る
直

接
的
な
被
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
周

囲
の
無
理
解
や
配
慮
を
欠
く
対
応

に
よ
る
間
接
的
な
被
害
に
苦
し
め

ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
こ
と

○
議
案
第
５
号

問　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
安
全

確
保
に
関
す
る
取
組
を
定
め
た
安

全
計
画
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に

従
っ
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と

あ
り
ま
す
が
、
計
画
の
内
容
を
伺

い
ま
す
。 

答　

安
全
確
保
に
関
す
る
取
組
を

計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
に
、
年

度
が
始
ま
る
前
に
施
設
設
備
の
安

全
点
検
や
災
害
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の

策
定
、
児
童
な
ど
に
対
す
る
安
全

か
ら
犯
罪
被
害
者
等
が
受
け
た
被

害
の
早
期
の
回
復
及
び
軽
減
を
図

り
、
も
っ
て
安
全
で
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の

実
現
に
寄
与
す
る
た
め
、
犯
罪
被

害
者
等
支
援
を
目
的
と
し
た
条
例

の
制
定
に
至
り
ま
し
た
。

○
議
案
第
７
号

問　

条
例
改
正
の
概
要
を
伺
い
ま

す
。

答　

家
庭
的
保
育
事
業
等
に
お
い

て
、
児
童
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
の
取
組
を
計
画
的
に
実
施
す
る

た
め
の
安
全
計
画
を
策
定
し
、
施

設
設
備
の
安
全
点
検
や
、
児
童
、

保
護
者
へ
の
安
全
指
導
、
実
践
的

な
訓
練
や
研
修
の
実
施
、
送
迎
バ

ス
等
の
運
行
に
は
、
乗
降
車
の
際

に
児
童
の
所
在
確
認
を
行
う
こ
と

に
加
え
て
、
当
該
車
両
に
は
車
内

に
い
る
児
童
の
見
落
と
し
を
防
止

す
る
ブ
ザ
ー
な
ど
の
装
置
を
設
置

す
る
こ
と
の
ほ
か
、
懲
戒
権
に
か

か
る
規
定
の
削
除
等
を
行
う
も
の

で
す
。

○
議
案
第
４
号

問　

現
物
給
付
化
に
伴
う
高
校
生

等
の
保
護
者
へ
の
周
知
方
法
を
伺

い
ま
す
。

答　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
広
報

で
周
知
す
る
ほ
か
、
制
度
の
内
容

を
丁
寧
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
個
別
案
内
の
送
付
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
個
別
案
内
に

つ
い
て
は
、
平
成
17
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
20
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
高
校
生
等
の
保
護
者
に
対
し
、

制
度
概
要
の
チ
ラ
シ
と
子
ど
も
医

○
議
案
第
８
号

問　

ふ
る
さ
と
基
金
積
立
に
要
す

る
経
費
に
つ
い
て
、（
仮
称
）
ゼ

ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
の
宣
言
関
係

経
費
の
具
体
的
な
内
容
を
伺
い
ま

す
。

答　

令
和
５
年
度
予
算
案
に
ゼ
ロ

カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
宣
言
普
及
啓
発

業
務
委
託
と
し
て
182
万
６
千
円
を

計
上
し
、
２
０
５
０
年
、
二
酸
化

炭
素
排
出
実
質
ゼ
ロ
を
目
指
す
ゼ

ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
宣
言
に
向
け

た
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
内
容
は
、
宣
言
ま
で
の
事
務

手
続
等
に
対
す
る
各
種
支
援
業
務

や
宣
言
後
の
普
及
啓
発
業
務
と
な

り
ま
す
。

　

普
及
啓
発
業
務
の
具
体
的
な
内

容
は
、
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
に
つ
い
て

の
理
念
や
行
動
指
針
を
分
か
り
や

す
く
ま
と
め
た
（
仮
称
）
ゼ
ロ
カ

ー
ボ
ン
メ
ニ
ュ
ー
の
内
容
を
含
ん

だ
啓
発
チ
ラ
シ
及
び
ポ
ス
タ
ー
の

作
成
や
庁
内
来
客
用
デ
ジ
タ
ル
サ

イ
ネ
ー
ジ
な
ど
で
配
信
す
る
た
め

の
啓
発
動
画
の
編
集
な
ど
の
作
成

支
援
と
な
り
ま
す
。
宣
言
後
は
こ

う
し
た
媒
体
を
活
用
し
、
市
民
、

事
業
者
に
向
け
た
普
及
啓
発
を
行

い
、
行
政
も
一
体
と
な
っ
て
地
球

温
暖
化
対
策
に
取
り
組
め
る
よ
う

に
進
め
て
い
き
ま
す
。

療
費
助
成
登
録
申
請
書
等
を
送
付

す
る
予
定
で
す
。

　

登
録
申
請
書
の
提
出
後
は
助
成

区
分
の
審
査
等
を
行
い
、
令
和
５

年
７
月
末
に
受
給
券
を
発
送
し
、

８
月
１
日
か
ら
現
物
給
付
化
制
度

の
開
始
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
な

お
、
医
療
機
関
等
関
係
機
関
に
対

し
て
も
窓
口
対
応
の
変
更
が
あ
る

○
議
案
第
２
号

問　

現
在
の
医
療
機
関
で
の
出
産

費
用
と
出
産
育
児
一
時
金
の
引
上

げ
分
の
財
源
を
伺
い
ま
す
。

答　

厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、
令

和
４
年
度
の
私
的
病
院
も
含
め
た

全
施
設
の
平
均
出
産
費
用
は
、
約

49
万
２
千
円
と
算
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
財
源
に
つ
い
て
は
、
引
上
げ

分
の
８
万
円
を
含
め
、
出
産
育
児

一
時
金
は
、
そ
の
３
分
の
２
は
地

方
交
付
税
で
措
置
さ
れ
、
３
分
の

１
は
市
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
引
上
げ
分
で
市

が
負
担
す
る
約
２
万
６
千
円
は
大

幅
な
引
上
げ
と
な
る
た
め
、
令
和

５
年
度
に
限
り
、
１
件
当
た
り
５

千
円
の
国
庫
補
助
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

令
和
６
年
度
以
降
は
、
少
子
化
を

克
服
し
、
子
育
て
を
社
会
全
体
で

支
援
す
る
観
点
か
ら
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
お
い
て
、
出
産
育

児
一
時
金
に
係
る
費
用
の
一
部
を

支
援
す
る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

立

憲

民

主

党
河
内
　
一
朗

予
算
審
査
特
別
委
員
会

　

令
和
５
年
度
鎌
ケ
谷
市
一
般
会

計
、
３
特
別
会
計
及
び
１
事
業
会

計
予
算
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
ま

し
た
。

一
般
会
計
に
つ
い
て
の
主
な
審
査

内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

〈
総　

括
〉

問　

市
長
就
任
後
、
２
度
目
の
予

算
編
成
と
な
り
ま
し
た
が
思
い
を

伺
い
ま
す
。

答　

市
民
の
声
を
す
べ
て
施
策
に

反
映
さ
せ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ

り
ま
す
が
、
市
民
生
活
優
先
と
い

う
基
本
的
な
考
え
の
も
と
可
能
な

限
り
予
算
化
す
る
こ
と
に
努
め
、

持
続
可
能
な
行
財
政
運
営
を
前
提

と
し
て
優
先
度
を
判
断
し
ま
し
た
。

問　

予
算
編
成
の
具
体
的
な
方
針

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　

基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
総

合
基
本
計
画
に
定
め
る
目
指
す
姿

の
実
現
、
市
長
公
約
の
着
実
な
遂

行
、
持
続
可
能
な
行
財
政
運
営
の

推
進
の
３
点
を
掲
げ
ま
し
た
。

　

予
算
要
求
を
取
り
ま
と
め
る
前

に
指
示
し
た
新
規
拡
充
事
業
も
予

算
計
上
し
て
い
ま
す
。

〈
歳　

入
〉

問　

市
税
の
動
向
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

答　

法
人
の
経
営
不
振
や
コ
ロ
ナ

関
連
の
特
例
に
よ
る
軽
減
措
置
な

ど
の
影
響
は
回
復
傾
向
に
あ
り
、

令
和
５
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
前
の
予

算
以
上
に
回
復
す
る
見
込
み
で
す
。

〈
歳　

出
〉

問　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業
の
新
た
な
取
組
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　

産
後
の
育
児
支
援
の
た
め
、

預
か
り
可
能
な
月
齢
に
つ
い
て
、

現
行
の
お
お
む
ね
生
後
６
か
月
以

上
を
生
後
３
か
月
以
上
に
引
き
下

げ
、
安
全
に
預
か
れ
る
よ
う
乳
児

の
預
か
り
に
特
化
し
た
研
修
会
も

開
催
し
ま
す
。

問　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
運
行
助

成
事
業
に
つ
い
て
、
運
転
免
許
証 

返
納
者
と
障
が
い
者
の
介
助
者
に

対
す
る
支
援
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　

市
が
発
行
す
る
運
転
免
許
証 

自
主
返
納
割
引
証
の
交
付
を
受
け

利
用
時
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
運

賃
が
半
額
の
50
円
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
者
手
帳
を
所
持
す

る
方
が
利
用
す
る
際
に
、
申
告
に

よ
り
介
助
者
１
名
ま
で
の
運
賃
が

半
額
の
50
円
と
な
り
ま
す
。

予
算
審
査
特
別
委
員
会
委
員

委
員
長

大　

野　

幸　

一

副
委
員
長

小　

易　

和　

彦

委

員

後　

関　

俊　

一

委

員

宗　

川　

洋　

一

委

員

松　

原　

美　

子

委

員

矢　

崎　
　
　

悟

委

員

中　

村　

潤　

一

委

員

森　

谷　
　
　

宏

委

員

河　

内　

一　

朗

議案番号等 件　　　　　　　名 審議結果
議案第１号 鎌ケ谷市犯罪被害者等支援条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第２号 鎌ケ谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に
ついて 原案可決 全会一致

議案第３号 鎌ケ谷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第４号 鎌ケ谷市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例の制
定について 原案可決 全会一致

議案第５号 鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第６号
鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
について

原案可決 全会一致

議案第７号 鎌ケ谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第８号 令和４年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第９号） 原案可決 全会一致

議案第９号 令和５年度鎌ケ谷市一般会計予算 原案可決 全会一致

議案第10号 令和５年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計予算 原案可決 全会一致

議案番号等 件　　　　　　　名 審議結果
議案第11号 令和５年度鎌ケ谷市介護保険特別会計予算 原案可決 全会一致

議案第12号 令和５年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決 全会一致

議案第13号 令和５年度鎌ケ谷市下水道事業会計予算 原案可決 全会一致

議案第14号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法
律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第15号 令和４年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第10号） 原案可決 全会一致

同意案第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 同　　意 全会一致

同意案第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 同　　意 全会一致

同意案第３号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 同　　意 全会一致

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 適　　任 全会一致

発議案第１号 鎌ケ谷市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 原案可決 全会一致

陳情５-３-１ アーチェリー場の再開に係る陳情 採　　択 全会一致

陳情５-３-２ 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を
自粛するよう求める陳情 不 採 択 賛成なし

※審議の詳細な内容については、６月上旬に市議会ホームページに掲載される会議録をご覧ください。
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